
所 属 商工労働部 中小企業課
担当(係)名 資金融資担当 内線 3065

中小零細企業の再生支援

１ 事 業 費 【財源内訳】 【主な使途】
７，８００ 一般財源 7,800 委託料 7,300

【６月補正後 １０，０００】 （中小企業診断士の派遣診断料等）
（前年度 ０）

２ 背 景 ・ 現 状
平成２０年秋以降の急激な経済状況の悪化に伴い、県内中小零細企業は、受注の

減少、販売不振、資金繰りの悪化等、依然として極めて厳しい経営環境におかれて
おり、事業継続、事業再生、或いは事業清算といった今後の事業の方向性について
悩む事業者も多い。

３ 事 業 目 的
企業の再生等を支援するため、中小零細企業のための相談窓口を引き続き開設し、

専門家による助言相談を実施する。

４ 事 業 概 要
○岐阜県再生等支援緊急相談窓口の開設と経営診断等の実施
・今後の事業経営に悩む中小零細企業の相談窓口を、引き続き県中小企業課に設置
・中小企業診断士の直接訪問による経営診断を実施し、個々の企業の実態に応じた
今後の事業の方向性を助言

・今後の事業整理等に伴う弁護士との相談費用についても県において支弁

＜中小零細企業に対する再生等支援スキーム＞
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金 融 機 関 緊 急 相 談 窓 口

小 （県中小企業課）
・ 事業再生・事業継承

零 (県中小企業再生支援協議会等)

商工会議所 ★中小企業診断士
細 による経営診断

・ の実施 事 業 整 理 等
企

商工会等 ★弁護士相談費用
業 の支弁(県)

再出発支援
（就労生活支援等）

（款）７商工費 （項）１商工費 （目） (8)金融対策費
（明細書事業名）○金融対策費

中小零細企業再生等支援事業費


